
環境パトロール実施中環境パトロール実施中環境パトロール実施中
～ 不法投棄物の撤去・ごみ焼却禁止啓発 ～ 

　平成18年からスタートしたコミュニティバスの実証運行。 
　この運行を見直し、交通弱者への移動手段を福祉的サービスとして考え、
平成22年4月から無料の福祉バスとして運行を予定しています。 
　今後も利用数などの動向等を踏まえ、運行のあり方について継続的に検討
していきます。 
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員弁庁舎 まちづくり課 74-5812問 T 74-5800F

北勢庁舎 生活環境課 72-3946問 T 72-3748F

　市では、10月から国の緊急雇用創出事業の一環で6人の環境パトロー
ル員を採用し、パトロールを実施しています。 
　パトロールは、市内全域を巡回しながら、いなべ警察署や自治会とも協

同し、不法投棄物の撤去や、ごみの焼却禁止の啓発などを行って
います。 
　現在の環境パトロール員の任命期間は、平成22年3月30日ま
での6か月間ですが、平成22年度についても、引き続き、パトロー
ルを実施します。 
　きれいなまちづくりのためにも、ご協力をお願いします。 

福祉バスに変わります 

　国からの通知で、平成21年12月から支給を予定していました「平成21年度版 子育て応援特別手当」の執行停止が
決定しました。支給対象者をはじめ、多くの方々に大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 
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大安庁舎 こども家庭課 78-3513問 T 78-1114F

平成21年度版 
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